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【手続補正書】
【提出日】令和2年1月10日(2020.1.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の電子部品を実装した基板を備える遊技機において、
　前記複数の電子部品には、外観による識別が困難な識別困難電子部品を含んでおり、
　前記識別困難電子部品は、透明部を有する電子部品であり、
　前記基板の実装面のうちの前記識別困難電子部品の実装される領域の少なくとも一部に
は、前記識別困難電子部品のうちの特定の識別困難電子部品を識別可能にする標識印刷部
が形成され、
　前記標識印刷部は、前記特定の識別困難電子部品のみに対応して設けられ、当該標識印
刷部の全域が所定の印刷パターンで印刷され、
　前記所定の印刷パターンの少なくとも一部は、前記特定の識別困難電子部品が実装され
た状態でも前記透明部を通して視認可能とされ、
　前記特定の識別困難電子部品を備えた基板は、該特定の識別困難電子部品が実装される
実装面が暗色の絶縁皮膜で覆われ、当該暗色の絶縁皮膜の上に前記標識印刷部が明色で印
刷されている、
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　複数の電子部品を実装した基板を備える遊技機において、
　前記複数の電子部品には、外観による識別が困難な識別困難電子部品を含んでおり、
　前記識別困難電子部品は、透明部を有する電子部品であり、
　前記基板の実装面のうちの前記識別困難電子部品の実装される領域の少なくとも一部に
は、前記識別困難電子部品のうちの特定の識別困難電子部品を識別可能にする標識印刷部
が形成され、
　前記標識印刷部は、前記基板上に唯一つ設けられる形態であって、当該標識印刷部の全
域が所定の印刷パターンで印刷され、
　前記所定の印刷パターンの少なくとも一部は、前記特定の識別困難電子部品が実装され
た状態でも前記透明部を通して視認可能とされ、
　前記特定の識別困難電子部品を備えた基板は、該特定の識別困難電子部品が実装される
実装面が暗色の絶縁皮膜で覆われ、当該暗色の絶縁皮膜の上に前記標識印刷部が明色で印
刷されている、
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　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
　従来より、遊技機外から供給される外部電源に基づいて遊技装置に必要な各種電源を作
成することができる電源手段を備える遊技機が提案されている（例えば、特許文献１）。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　特開２０１４－００８２２１号公報（図２）
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　電源手段に実装される複数の部品のうち、注目すべき部品を特定することが難しいとい
う問題があった。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、複
数の部品のうち、注目すべき部品を他の部品から識別することができる遊技機を提供する
ことにある。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
（解決手段１）
　複数の電子部品を実装した基板を備える遊技機において、
　前記複数の電子部品には、外観による識別が困難な識別困難電子部品を含んでおり、
　前記識別困難電子部品は、透明部を有する電子部品であり、
　前記基板の実装面のうちの前記識別困難電子部品の実装される領域の少なくとも一部に
は、前記識別困難電子部品のうちの特定の識別困難電子部品を識別可能にする標識印刷部
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が形成され、
　前記標識印刷部は、前記特定の識別困難電子部品のみに対応して設けられ、当該標識印
刷部の全域が所定の印刷パターンで印刷され、
　前記所定の印刷パターンの少なくとも一部は、前記特定の識別困難電子部品が実装され
た状態でも前記透明部を通して視認可能とされ、
　前記特定の識別困難電子部品を備えた基板は、該特定の識別困難電子部品が実装される
実装面が暗色の絶縁皮膜で覆われ、当該暗色の絶縁皮膜の上に前記標識印刷部が明色で印
刷されている、
　ことを特徴とする遊技機。
（解決手段２）
　複数の電子部品を実装した基板を備える遊技機において、
　前記複数の電子部品には、外観による識別が困難な識別困難電子部品を含んでおり、
　前記識別困難電子部品は、透明部を有する電子部品であり、
　前記基板の実装面のうちの前記識別困難電子部品の実装される領域の少なくとも一部に
は、前記識別困難電子部品のうちの特定の識別困難電子部品を識別可能にする標識印刷部
が形成され、
　前記標識印刷部は、前記基板上に唯一つ設けられる形態であって、当該標識印刷部の全
域が所定の印刷パターンで印刷され、
　前記所定の印刷パターンの少なくとも一部は、前記特定の識別困難電子部品が実装され
た状態でも前記透明部を通して視認可能とされ、
　前記特定の識別困難電子部品を備えた基板は、該特定の識別困難電子部品が実装される
実装面が暗色の絶縁皮膜で覆われ、当該暗色の絶縁皮膜の上に前記標識印刷部が明色で印
刷されている、
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　本発明の遊技機においては、複数の部品のうち、注目すべき部品を他の部品から識別す
ることができる。
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